
毎日新聞 ◎ 購読契約書 お客様控え
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月額購読料 |□ 朝夕刊セット 円(税込)| □ 円(税込)

※支払方法 毎月 上 旬 中旬 下旬 (集金 持参 振込

ご契約に際しましては、裏面の重要事項をこ確認ください。

クレジットカー ド)

取扱者氏名 区   域 コ ー ド

※お客様への配達は上記販売所が責任をもつて行います。
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配達・集金などについてのお問い合わせは下記販売所連絡先にお願いします。
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オフのお知らせ~ソ ~リ
ノ ン ・ イ ノ tJJの 六日り し

特定商取引に関する法律でいう訪問販売での申し込みまたは契約の場合、本契約書を受領した

日を含む8日 間は、表記販売所あてに書面を送付することにより、無条件で本申し込みの撤回

または購読契約を解除することができます。なお、その効力は、書面を送付した日が前述の期間

内であれば有効です。この場合、

①損害賠償または違約金の支払いを請求されることはありません。

②すでに配達された新間の引き取りに要する費用及び購読料の支払い義務はありません。

③すでに代金の一部また|よ全額を支払い済みの場合は、速や力`にその金額を返還します。

またお客様からのクーリング。オフを妨害するため営業員が虚偽の説明を行つたり、威迫して

困惑させられたためクーリング。オフしなかつた場合は、改めてクーリング・オフできる旨の書

面を受領し、その旨を告げらねてから8日 間はクーリング・オフすることができます。

● 上記クー リング・オフ期間後、お客様のこ都合による一方的な解約は承 りかねます。

● お引越 しの際

お引越し期日、新住所が決まりましたら、当販売所にお知らせください。当販売所から新住所担当の販売所に

連絡致します。

● 特約事項

①こ契約時に特約事項の内容などがある場合、本契約書の備考欄にその内容を記載いたします。こ確認ください。

②上記①の特約事項の内容など、当販売所力`ら電話などで確認させていただくことがこざいます。

● 購読料など

①購読料の改定が行われた場合は、新購読料といたします。その他こ不明な点がこざいましたら、当販売所に

お問い合わせください。

②お引越しなどで月の途中で購読を開始または終了する場合、当該月の購読料は、下記の計算式によつて月額

購読料を日割りで計算いたします。

<計算方式>こ 購読日数 X(月額購読料÷30)=お 支払い額

● 個人情報について

お客様の個人情報は当販売所が責任を持つて管理致します。また当販売所ではお客様の個人情報を次の目的

の範囲内で利用いたします。

①配達、集金など新聞購読に関する業務。

②こ購読の継続や再度のこ契約のお勧め。

③当販売所で扱う新聞・雑誌や各種サービス等のこ案内。

④毎日新聞こ購読者等を対象にしたアンケートの実施。

※その他、こ不明な点がこざいましたら、当販売所におFDEい合わせください。

新聞購読料支払いは、銀行引落し。カード払いが便利です ||

①留守による配達の一時停止

②未配達時のお届けの連絡

③銀行引落し、クレジットカード払いの申込
輻輻獨 携帯電話・パソコンが便利です

④集金希望日のこ連絡

さい0蠅携帯電話をこ利用の方は、こちらのバーコー ドを読み取り下

ノくソコンからは、http://mainet.neijp 毎日お客様サービスネット


